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り災証明書判定
全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
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内容
お寄せいただいた義援金を配分します。
※�住まいに関する内容を抜粋しています

配分額
1町配分の義援金（１次配分：住宅被害）
住宅に被害を受けた方（自己所有住宅の居住者
または借家の居住者）に配分される義援金

り災区分 居住区分 配分額
① 全 壊自己所有 30万円

借 家 6万円
② 大 規 模 半 壊自己所有 25万円

借 家 6万円
③ 半 壊自己所有 25万円

借 家 6万円
④ 半壊に至らない
（家財被害を含む）

自己所有 10万円
借 家 5万円

2町配分の義援金（１次配分：建築・購入）
町内に新たに住宅を建設・購入した方に配分
される義援金

り災区分 配分額

⑤
全 壊
大 規 模 半 壊
半 壊

100万円

3町配分の義援金（２次配分：修繕）
住宅を修繕した方（自己所有住宅の居住者）に
配分される義援金

り災区分 配分額

⑥
全 壊
大 規 模 半 壊
半 壊

最大50万円

⑦ 一 部 損 壊 最大15万円

4道配分の義援金（１次配分：住宅被害）
住宅に被害を受けた方（自己所有住宅の居住
者または借家の居住者）に配分される義援金

り災区分 配分額
⑧ 全 壊 100万円
⑨ 大 規 模 半 壊半 壊 50万円
⑩ 一 部 損 壊 10万円

手続きに必要なもの
〔共通〕
・印鑑
・預金通帳の写し
・�申請者の本人確認ができるもの（運転免許証・
健康保険証など）

〔①～③、⑤～⑩〕
・�り災区分が「物件居住者」のり災証明書（写
し可）

〔④〕
・�り災区分が「物件居住者」のり災証明書ま
たは被災証明書（写し可、お持ちの方のみ）

・��震災時点で対象家屋に住民票が無い方は、
生活実態を確認できる資料（直近の公共料
金を確認できる請求書など）
※�改めてり災証明書・被災証明書を申請する
必要はありません

〔⑤〕
・契約書　・領収書

〔⑥⑦〕
・��被災住宅応急修理の証明書（建設課建築住
宅グループが発行、全壊・大規模半壊・半
壊判定の方のみ）

・�修繕にかかった費用が確認できるもの（契
約書・請求書など）

・領収書

受付・問い合わせ
総務課�財政グループ　☎27-2481
（役場前プレハブ）

義援金の配分

内容
住宅が大規模半壊または半壊し、自ら修理す
る資力のない世帯に対して被災した住宅の壊
れた屋根、基礎およびドア等の開口部ならび
に上下水道の配管・配線等の日常生活に必要
な最小限度の部分の応急的な修理の支援をし
ます。

対象者
①�全壊、大規模半壊、半壊の判定を受けた方
※�全壊の住家は、応急修理をすることにより
居住が可能である場合
②民間賃貸借上げ住宅に入居していない方
③�修理した住宅での生活が可能となると見込
まれる方
④応急仮設住宅に入居されない方

補助額
１世帯当たり58万４千円
※�同じ住宅に２以上の世帯が同居している場
合は１世帯とみなします

申請期限
令和２年３月31日（火）まで

手続きに必要なもの
・応急修理申込書
・�応急修理申込書世帯全員分の住民票
・り災証明書
・�半壊の場合は申出書

受付・問い合わせ
建設課�建築住宅グループ　☎27-2325

被災住宅の応急修理
り災証明書判定

全壊 大規模半壊 半壊 一部損壊
△ 〇 〇 －


